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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダクトレールに取り付けられる照明器具であって、
　光源を内部に備える灯体と、
　前記光源に電力を供給する電源ボックスと、
　一端部が前記電源ボックスに接続され、かつ、他端部が前記灯体に接続されたアームと
を備え、
　前記ダクトレールは、前記ダクトレールの長手方向に沿って配置された溝部、及び、前
記電源ボックスに対向する外面である取付面を備え、
　前記取付面は、前記溝部への導入口である開口部を備え、
　前記電源ボックスは、
　前記ダクトレールの長手方向に略平行に配置され、互いに対向する第一側面及び第二側
面と、
　前記取付面に対向し、前記第一側面及び前記第二側面の前記ダクトレール側の各端部に
接続される天面と、
　前記天面に配置され、前記ダクトレールに取り付けられる取付部とを備え、
　前記取付部は、
　前記電源ボックスに対して回転自在に設けられ、かつ、前記溝部において回転すること
によって係止される被係止部と、
　前記被係止部を回転させるレバーとを備え、
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　前記レバーは、第一端部及び第二端部を備え、前記電源ボックスの前記ダクトレール側
に配置され、
　前記レバーの前記第一端部及び前記第二端部は、それぞれ、前記第一側面及び前記第二
側面から前記電源ボックスの外部に突出しており、
　前記被係止部は、前記レバーの前記第一端部及び前記第二端部のいずれとも連動して回
転する
　照明器具。
【請求項２】
　前記取付面は、前記ダクトレールの長手方向に沿って設けられた第一取付面及び第二取
付面を備え、
　前記開口部は、前記第一取付面と前記第二取付面との間に配置され、
　前記第二取付面は、前記電源ボックス向きに突出する凸部を備え、
　前記電源ボックスは、前記第一側面が前記第一取付面側に配置される第一配置、及び、
前記第一側面が前記第二取付面側に配置される第二配置で、前記ダクトレールに取り付け
られる
　請求項１記載の照明器具。
【請求項３】
　前記第一端部及び前記第二端部は、前記被係止部が前記溝部に係止されていない場合に
、前記被係止部が前記溝部に係止されている場合より、それぞれ、前記第一側面及び前記
第二側面から、大きく突出する
　請求項１又は２に記載の照明器具。
【請求項４】
　前記取付部は、前記電源ボックスの長手方向中央に配置される
　請求項１～３のいずれか１項に記載の照明器具。
【請求項５】
　前記電源ボックスは、前記天面の長手方向端部に、前記溝部に挿入される突出部を備え
る
　請求項１～４のいずれか１項に記載の照明器具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダクトレールに取り付けられる照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の照明器具、例えばスポットライト用の照明器具は、内部に電源回路が収容された
電源ボックスと、一端部が電源ボックスに取り付けられたアームと、アームの他端部に取
り付けられ、かつ内部に光源を有する灯体とを備えている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１に開示された照明器具では、天井等に設置されたダクトレールに着脱自在に
固定され、かつ、ダクトレールから電力が供給される。特許文献１に開示された照明器具
は、ダクトレールに着脱自在に取り付けられる取付部と、ダクトプラグとを電源ボックス
に備える。取付部は、電源ボックスに対して回転自在に設けられ、ダクトレールの溝部に
おいて回転することによってダクトレールに係止される被係止部と、当該被係止部を回転
させるレバーとを備える。また、ダクトプラグは、受電端子だけでなく、取付部と同様に
、被係止部と、当該被係止部及び受電端子を回転させるためのレバーとを備える。なお、
ダクトプラグの被係止部は、照明器具の重量に長時間耐えられる強度のものではなく、仮
留め用の被係止部である。
【０００４】
　特許文献１に開示された照明器具では、取付部及びダクトプラグの各被係止部をダクト
レールの溝部に挿入した状態で、各レバーを回転させることにより、各被係止部が各レバ
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ーに連動して回転し、ダクトレールの溝部に係止される。これにより、照明器具がダクト
レールに固定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－９２５１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示された照明器具が取り付けられるダクトレールは、電源ボックスに対
向する面に、長手方向に沿って設けられた凸部を備える。当該凸部は、溝部の片方だけに
設けられている。これにより、照明器具を取り付ける向きを規制している。また、ダクト
レールに当該凸部があるため、照明器具の被係止部を回転させるためのレバーは、ダクト
レールの溝部に対して当該凸部と反対側だけに設けられている。このため、照明器具の施
工者は、ダクトレールに特許文献１に開示された照明器具を取り付ける場合に、取付部の
レバーが見えない方向から取り付ける場合があり得る。この場合、取付部のレバーが見え
ないため、ダクトプラグのレバーだけを操作して、取付部のレバーを操作し忘れる場合が
ある。この状態では、ダクトプラグの被係止部が、重量に耐えきれずに破損し、照明器具
が落下することがあり得る。
【０００７】
　そこで、本発明は、ダクトレールに取り付けられる照明器具であって、照明器具がダク
トレールに適切に固定されていないことを視認し易い照明器具を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る照明器具の一態様は、ダクトレールに取り付
けられる照明器具であって、光源を内部に備える灯体と、光源に電力を供給する電源ボッ
クスと、一端部が電源ボックスに接続され、かつ、他端部が灯体に接続されたアームとを
備え、ダクトレールは、ダクトレールの長手方向に沿って配置された溝部、及び、電源ボ
ックスに対向する外面である取付面を備え、取付面は、溝部への導入口である開口部を備
え、電源ボックスは、ダクトレールの長手方向に略平行に配置され、互いに対向する第一
側面及び第二側面と、取付面に対向し、第一側面及び第二側面のダクトレール側の各端部
に接続される天面と、天面に配置され、ダクトレールに取り付けられる取付部とを備え、
取付部は、電源ボックスに対して回転自在に設けられ、かつ、溝部において回転すること
によって係止される被係止部と、被係止部を回転させるレバーとを備え、レバーは、第一
端部及び第二端部を備え、レバーの第一端部及び第二端部は、それぞれ、第一側面及び第
二側面から電源ボックスの外部に突出しており、被係止部は、レバーの第一端部及び第二
端部のいずれとも連動して回転する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、照明器具がダクトレールに適切に固定されていないことを視認し易い
照明器具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施の形態に係る照明器具の外観を示す斜視図である。
【図２】図２は、実施の形態に係る照明器具の電源ボックスの外観を示す斜視図である。
【図３】図３は、実施の形態に係る照明器具の電源ボックスの一部分解斜視図である。
【図４】図４は、実施の形態に係る照明器具の電源ボックスの断面図である。
【図５】図５は、実施の形態に係る照明器具が取り付けられるダクトレールの断面構造を
示す斜視断面図である。
【図６】図６は、実施の形態に係る照明器具の電源ボックス及びダクトレールの外観を示
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す斜視図である。
【図７】図７は、実施の形態に係る照明器具の電源ボックス及びダクトレールの外観を示
す斜視図である。
【図８】図８は、実施の形態に係る照明器具の電源ボックス及びダクトレールの外観を示
す斜視図である。
【図９】図９は、実施の形態に係る照明器具の電源ボックス及びダクトレールの外観を示
す斜視図である。
【図１０】図１０は、実施の形態に係る照明器具の電源ボックス及びダクトレールの外観
を示す側面図である。
【図１１】図１１は、実施の形態に係る照明器具の電源ボックス及びダクトレールの外観
を示す斜視図である。
【図１２】図１２は、実施の形態に係る照明器具の電源ボックス及びダクトレールの外観
を示す側面図である。
【図１３】図１３は、比較例の電源ボックスの外観を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明
する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。したがって、
以下の実施の形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接
続形態などは、一例であって本発明を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態
における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成
要素については、任意の構成要素として説明される。
【００１２】
　なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図に
おいて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又
は簡略化する。
【００１３】
　（実施の形態）
　［１．構成］
　まず、実施の形態に係る照明器具の構成について、図１を用いて説明する。
【００１４】
　図１は、本実施の形態に係る照明器具１の外観を示す斜視図である。
【００１５】
　図１に示されるように、照明器具１は、灯体６と、光源に電力を供給する電源ボックス
２と、一端部が電源ボックス２に接続され、かつ、他端部が灯体６に接続されたアーム４
とを備える。
【００１６】
　電源ボックス２は、ダクトレールに取り付けられ、ダクトレールから電力が供給される
。本実施の形態では、電源ボックス２は、ダクトレールから交流電力が供給される。電源
ボックス２は、内部に電源回路が備えられ、灯体６の内部に備えられる光源に電力を供給
する。電源ボックス２から、光源へはリード線を用いて電力が供給される。リード線は、
アーム４の内部に設けられた挿通孔を通って、灯体６内に引き回される（光源及びリード
線は図示せず）。
【００１７】
　アーム４は、一端部が電源ボックス２に接続され、かつ、他端部が灯体６に接続された
部材である。アーム４は、電源ボックス２と灯体６とをそれぞれ所定の軸を中心に回転自
在に接続する。これにより、照明器具１では、光の出射方向を調整することができる。
【００１８】
　灯体６は、光源を内部に備える灯体である。灯体６の内部には、ＬＥＤなどからなる光
源、及び、レンズなどの光学部材が備えられ、所定の配光特性で光を出射する。
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【００１９】
　［１－１．電源ボックスの構成］
　続いて、電源ボックス２の構成について図２～図４を用いて説明する。
【００２０】
　図２は、本実施の形態に係る照明器具１の電源ボックス２の外観を示す斜視図である。
【００２１】
　図３は、本実施の形態に係る照明器具１の電源ボックス２の一部分解斜視図である。図
３では、主に、取付部２０の周辺の構成要素が分解されて示されている。
【００２２】
　図４は、本実施の形態に係る照明器具１の電源ボックス２の断面図である。図４は、図
２に示されるＩＶ－ＩＶ断面を示す。
【００２３】
　図２に示されるように、電源ボックス２は、主に、筐体２２、天板２３、取付部２０及
びダクトプラグ２５を備える。
【００２４】
　以下、電源ボックス２の各構成要素について説明する。
【００２５】
　［１－１－１．筐体］
　筐体２２は、図３及び図４に示されるように、内部に電源回路２２７を備える筐体であ
る。筐体２２は、図２～図４に示されるように、ダクトレールの長手方向に略平行に配置
され、互いに対向する第一側面２２１及び第二側面２２２を備える。本実施の形態では、
筐体２２は、上部に開口部を備える略直方体状の形状を有する。第一側面２２１及び第二
側面２２２は、略長方形状の面である。
【００２６】
　また、図２及び図３に示されるように、筐体２２は、長手方向（各図のｚ軸方向）の一
端に上向き（各図のｙ軸方向正向き）に突出した突出部２９を備える。突出部２９は、ダ
クトレールの溝部に挿入されることにより、電源ボックス２をダクトレールに対して所定
の位置に配置されるようにガイドする。これにより、照明器具１の端部の水平方向におけ
る位置決めを容易に行うことができる。
【００２７】
　筐体２２を形成する材料は、特に限定されない。筐体２２は、例えば、アルミニウムな
どの金属材料、又は、ポリカーボネートなどの樹脂材料で形成される。
【００２８】
　［１－１－２．天板］
　天板２３は、図２及び図４に示されるように、筐体２２の上部（各図のｙ軸方向正側）
の開口部を塞ぐ板状部材である。天板２３は、上側（各図のｙ軸方向正側）に天面２２０
を備える。天面２２０は、ダクトレールの取付面に対向し、第一側面２２１及び第二側面
２２２のダクトレール側（各図のｙ軸方向正側）の各端部に接続される。図２に示される
ように、天面２２０には、取付部２０が配置される。また、図３に示されるように、天板
２３は、ねじ２０８及び２０９によって、筐体２２に固定される。
【００２９】
　天板２３を形成する材料は、特に限定されない。天板２３は、例えば、アルミニウムな
どの金属材料、又は、ポリカーボネートなどの樹脂材料で形成される。
【００３０】
　［１－１－３．取付部］
　取付部２０は、図２に示されるように、天面２２０に配置され、ダクトレールに着脱自
在に取り付けられる部分である。取付部２０は、電源ボックス２に対して回転自在に設け
られ、かつ、ダクトレールの溝部において回転することによってダクトレールに係止され
る被係止部２１０と、被係止部２１０を回転させるレバー２００とを備える。レバー２０
０は、第一端部２０１及び第二端部２０２を備え、レバー２００の第一端部２０１及び第
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二端部２０２は、それぞれ、第一側面２２１及び第二側面２２２から電源ボックス２の外
部に突出している。被係止部２１０は、レバー２００の第一端部２０１及び第二端部２０
２のいずれとも連動して回転する。これにより、レバー２００のいずれの端部を操作して
も、被係止部２１０を回転させることによって、照明器具１をダクトレールに固定するこ
とができる。本実施の形態では、被係止部２１０及びレバー２００を、各図のｙ軸に平行
な軸を中心に約９０度回転させることができる。
【００３１】
　また、取付部２０は、より詳細には、図３に示されるように、被係止部２１０及びレバ
ー２００に加えて、ねじ２１１、ワッシャ２１２及び２１３、スペーサ２０６、並びに、
ナット２０７を備える。
【００３２】
　ねじ２１１は、被係止部２１０及びレバー２００を天板２３に取り付けるための締結部
材である。ねじ２１１は、ワッシャ２１２及び２１３、スペーサ２０６、被係止部２１０
、レバー２００、並びに、天板２３を貫通して筐体２２の内部に挿入される。ねじ２１１
は、天板２３の下面側（ｙ軸方向負側）において、ナット２０７に捻じ込まれる。このよ
うに、ねじ２１１及びナット２０７によって、レバー２００などが天面２２０に取り付け
られる。レバー２００を、ねじ２１１を中心軸として回転自在とするためには、ねじ２１
１の締め付けトルクを適切に調整すればよい。
【００３３】
　レバー２００は、図３に示されるように、レバー本体部２０３、第一端部２０１、第二
端部２０２、円筒状部２０５を備える。レバー本体部２０３の両端には、第一端部２０１
及び第二端部２０２が設けられている。第一端部２０１及び第二端部２０２は、施工者が
レバー２００を回転させる際に操作される部分である。
【００３４】
　円筒状部２０５は、図３に示されるように、レバー本体部２０３の回転軸付近に固定さ
れている。円筒状部２０５には、中心軸付近に、上下方向（ｙ軸方向）に貫通孔が設けら
れている。当該貫通孔に、スペーサ２０６及びねじ２１１が挿入される。円筒状部２０５
は、二つの凸部２０４を上部（ｙ軸方向正側）に備える。二つの凸部２０４は、被係止部
２１０の中央に設けられた略長孔状の貫通孔の両端部にそれぞれ嵌め合される。これによ
り、レバー２００の回転に連動して、被係止部２１０が回転する。
【００３５】
　レバー２００を形成する材料は、特に限定されない。レバー本体部２０３は、例えば、
アルミニウムなどの金属材料で形成される。第一端部２０１、第二端部２０２及び円筒状
部２０５は、例えば、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリカーボネートなどの
樹脂材料で形成される。
【００３６】
　被係止部２１０は、図３に示されるように、中央部に、略長孔状の貫通孔が設けられた
略長方形状の板材である。上述したように、略長孔状の貫通孔の両端部には、レバー２０
０の二つの凸部２０４がそれぞれ嵌め合される。また、当該貫通孔の中央部には、ねじ２
１１が挿入される。これにより、被係止部２１０は、ねじ２１１を中心として、レバー２
００の回転に連動して回転する。
【００３７】
　被係止部２１０を形成する材料は、特に限定されないが、被係止部２１０は、照明器具
１を支持する部分であるため、照明器具１を支持するのに十分な強度が求められる。被係
止部２１０は、例えば、アルミニウムなどの金属材料で形成される。
【００３８】
　スペーサ２０６は、図４に示されるように、ねじ２１１とレバー２００の円筒状部２０
５内の貫通孔との隙間に挿入される部材である。スペーサ２０６を形成する材料は、特に
限定されない。スペーサ２０６は、例えば、アルミニウムなどの金属材料で形成される。
【００３９】
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　［１－１－４．ダクトプラグ］
　ダクトプラグ２５は、ダクトレールから電力を受電するプラグである。また、ダクトプ
ラグ２５は、ダクトレールに着脱自在な構成を有し、照明器具１をダクトレールに仮留め
する機能も有する。ダクトプラグ２５は、電源ボックス２に対して回転自在に設けられる
。本実施の形態では、ダクトプラグ２５は、電源ボックス２のダクトレールに対向する位
置であって、電源ボックス２の長手方向の端部に配置される。本実施の形態では、図２に
示されるように、ダクトプラグ２５は、プラグレバー２５０、プラグ被係止部２６０、二
つのプラグ端子２７０及びプラグ軸部２８０を備える。
【００４０】
　図２に示されるプラグレバー２５０は、プラグ被係止部２６０及び二つのプラグ端子２
７０を、電源ボックス２に対して、プラグ軸部２８０を中心に回転させるためのレバーで
ある。本実施の形態では、プラグレバー２５０を、各図のｙ軸に平行な軸を中心に約９０
度回転させることができる。また、プラグレバー２５０は、プラグ被係止部２６０及び二
つのプラグ端子２７０と当該軸を中心に一体的に回転するように形成されている。プラグ
レバー２５０は、例えば、プラグ被係止部２６０と一体的に形成されていてもよい。
【００４１】
　プラグレバー２５０を形成する材料は、特に限定されない。プラグレバー２５０は、例
えば、ポリカーボネートなどの樹脂材料で形成されてもよい。
【００４２】
　図２に示されるプラグ被係止部２６０は、電源ボックス２に対して回転自在に設けられ
、かつ、ダクトレールの溝部において回転することによってダクトレールに係止される被
係止部である。プラグ被係止部２６０は、プラグレバー２５０と連動して各図のｙ軸に平
行な軸を中心に約９０度回転する。本実施の形態では、プラグ被係止部２６０は、ダクト
レールの溝部において係止されることによって、照明器具１をダクトレールに対して仮留
めすることができる。また、プラグ被係止部２６０がダクトレールの溝部において係止さ
れることにより、ダクトプラグ２５のダクトレールに対する位置及び角度が安定化される
ため、二つのプラグ端子２７０をダクトレールの給電端子に安定的に接続することができ
る。
【００４３】
　プラグ被係止部２６０を形成する材料は、特に限定されない。プラグ被係止部２６０は
、例えば、ポリカーボネートなどの樹脂材料で形成されてもよい。
【００４４】
　図２に示される二つのプラグ端子２７０は、ダクトレールから電力を受ける端子である
。二つのプラグ端子２７０は、電源ボックス２に対して回転自在に設けられ、かつ、ダク
トレールの溝部において回転することによってダクトレール内の給電端子に接続される。
二つのプラグ端子２７０は、プラグレバー２５０と連動して各図のｙ軸に平行な軸を中心
に約９０度回転する。二つプラグ端子２７０とプラグレバー２５０とを連動させるための
構成は、特に限定されない。二つのプラグ端子２７０を、例えば、プラグ被係止部２６０
に設けられた溝などに挿入されることで、プラグ被係止部２６０に固定されてもよい。
【００４５】
　二つのプラグ端子２７０を形成する材料は、導電材料であれば特に限定されない。二つ
のプラグ端子２７０は、例えば、銅などで形成されてもよい。
【００４６】
　［１－２．ダクトレール］
　次に、本実施の形態に係る照明器具１が取り付けられるダクトレールについて、図５を
用いて説明する。
【００４７】
　図５は、本実施の形態に係る照明器具１が取り付けられるダクトレール３の断面構造を
示す斜視断面図である。図５は、ダクトレール３の長手方向（図５のｚ軸方向）に垂直な
断面を示す斜視図である。
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【００４８】
　ダクトレール３は、図５に示されるように、ダクトレール３の長手方向に沿って配置さ
れた溝部３３０、及び、電源ボックス２に対向する外面である取付面３２０を備える。ま
た、取付面３２０は、溝部３３０への導入口である開口部３２３を備える。取付面３２０
は、ダクトレール３の長手方向に沿って設けられた第一取付面３２１及び第二取付面３２
２を備え、開口部３２３は、第一取付面３２１と第二取付面３２２との間に配置される。
第二取付面３２２は、電源ボックス２向き（図５のｙ軸方向負向き）に突出する凸部３４
０を備える。
【００４９】
　以下、ダクトレール３の構成をより詳細に説明する。
【００５０】
　図５に示されるように、ダクトレール３は、ダクト本体３１、及び、ダクト本体３１に
保持された二つの給電端子３２とを備える。
【００５１】
　ダクト本体３１は、略矩形筒状の部材である。ダクト本体３１は、本体部３１１、二つ
の内鍔部３１２、二つの凸部３１３を有する。本体部３１１は、対向する一対の長尺状の
矩形板と、それらの短手方向（図５のｙ軸方向）の上側（図５のｙ軸方向正側）の端部同
士を接続する長尺状の矩形板とを組み合わせた形状を有する。内鍔部３１２は、本体部３
１１の下端から本体部３１１の水平方向（図５のｘ軸方向）内向きに立設された鍔状部分
である。凸部３１３は、本体部３１１の対向する二つの内面の上下方向（図５のｙ軸方向
）中央部に立設された部分である。二つの内鍔部３１２、及び、二つの凸部３１３は、い
ずれも、本体部３１１の長手方向全体にわたって設けられている。
【００５２】
　二つの凸部３１３の各先端には、凹部３１４が設けられている。二つの給電端子３２は
、それぞれ、二つの凹部３１４内に保持されている。
【００５３】
　ダクト本体３１の一部は、金属などの導電材料で形成されてもよい。ただし、導電材料
で形成された部分と、給電端子３２との間は、樹脂材料などの絶縁材料で形成される。
【００５４】
　二つの給電端子３２は、照明器具１に給電するための端子対である。給電端子３２は、
銅などの導電材料で形成される。
【００５５】
　以上のような構成を有するダクトレール３の内部空間が、溝部３３０を形成する。また
、二つの内鍔部３１２の下面（ｙ軸方向負側面）が、第一取付面３２１及び第二取付面３
２２である。二つの内鍔部３１２の間隙が開口部３２３である。
【００５６】
　［２．ダクトレールへの取付手順］
　次に、本実施の形態に係る照明器具１のダクトレール３への取付手順について図面を用
いて説明する。
【００５７】
　図６は、本実施の形態に係る照明器具１の電源ボックス２及びダクトレール３の外観を
示す斜視図である。図６では、被係止部２１０及びプラグ被係止部２６０の長手方向が、
電源ボックス２の長手方向と一致する状態における照明器具１の外観が示されている。以
下、図６に示される照明器具１の状態を「解除状態」という。また、被係止部２１０の長
手方向だけが、電源ボックス２の長手方向と一致し、プラグ被係止部２６０の長手方向が
、電源ボックス２の長手方向と一致しない状態も「解除状態」ということがある。一方、
図２に示されるように、被係止部２１０及びプラグ被係止部２６０の長手方向が、電源ボ
ックス２の長手方向と直交する状態を「ロック状態」という。
【００５８】
　図７は、本実施の形態に係る照明器具１の電源ボックス２及びダクトレール３の外観を
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示す斜視図である。図７では、解除状態の照明器具１の被係止部２１０及びプラグ被係止
部２６０を、ダクトレール３の溝部３３０に挿入した状態における照明器具１及びダクト
レール３の外観が示されている。
【００５９】
　図８は、本実施の形態に係る照明器具１の電源ボックス２及びダクトレール３の外観を
示す斜視図である。図８では、解除状態の照明器具１の被係止部２１０及びプラグ被係止
部２６０を、ダクトレール３の溝部３３０に挿入した状態における照明器具１及びダクト
レール３の第二側面２２２側からの外観が示されている。
【００６０】
　図９は、本実施の形態に係る照明器具１の電源ボックス２及びダクトレール３の外観を
示す斜視図である。図９では、照明器具１の被係止部２１０及びプラグ被係止部２６０を
ロック状態とした場合における照明器具１及びダクトレール３の外観が示されている。
【００６１】
　なお、図７～図９では、ダクトレール３内に挿入された被係止部２１０などが破線で示
されている。
【００６２】
　図６に示されるように、照明器具１を解除状態に維持しながら、照明器具１を図６の破
線矢印の方向に移動させることにより、図７に示されるように、被係止部２１０及びプラ
グ被係止部２６０をダクトレール３の溝部３３０に挿入できる。
【００６３】
　ここで、図７に示されるように、解除状態においては、照明器具１のレバー２００の第
一端部２０１が、ロック状態における第一端部２０１より第一側面２２１から大きく突出
している。これにより、照明器具１をダクトレール３に取り付ける施工者は、照明器具１
が解除状態にあることを容易に視認できる。また、本実施の形態では、照明器具１のレバ
ー２００が第二端部２０２を備えることにより、図８に示されるように、照明器具１の第
二側面２２２側からでも、施工者は、第二端部２０２が第二側面２２２から大きく突出し
ていることを視認できる。これにより、施工者は、照明器具１が解除状態にあることを容
易に視認できる。つまり、照明器具１では、第一端部２０１及び第二端部２０２は、被係
止部２１０が溝部３３０に係止されていない場合に、被係止部２１０が溝部３３０に係止
されている場合より、それぞれ、第一側面２２１及び第二側面２２２から、大きく突出す
る。これにより、照明器具１の施工者は、第一側面２２１及び第二側面２２２のいずれの
側から施工する場合でも、解除状態においては、第一端部２０１又は第二端部２０２のい
ずれかが大きく突出していることを視認することができる。これにより、施工者は、照明
器具１が解除状態にあることを容易に視認できる。このため、照明器具１によれば、レバ
ー２００が操作されずに、被係止部２１０が係止されない状態で放置されることを低減で
きる。
【００６４】
　図７及び図８に示された解除状態の照明器具１において、レバー２００の第一端部２０
１又は第二端部２０２のいずれかとプラグレバー２５０とを回転させることによって、図
９に示されるように、照明器具１をロック状態とすることができる。つまり、被係止部２
１０及びプラグ被係止部２６０の長手方向が電源ボックス２の長手方向に垂直な方向とな
るように、被係止部２１０及びプラグ被係止部２６０を回転させることができる。これに
より、被係止部２１０及びプラグ被係止部２６０が、ダクトレール３の内鍔部３１２と凸
部３１３との間に嵌め合される。このように、照明器具１はダクトレール３に固定される
。
【００６５】
　［３．ダクトレールに対する照明器具の配置］
　次に、本実施の形態に係る照明器具１のダクトレール３対する配置について、図面を用
いて説明する。図９では、電源ボックス２の第一側面２２１がダクトレール３の第一取付
面３２１側に（つまり、第二側面２２２が第二取付面３２２側に）配置される第一配置で
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、照明器具１がダクトレール３に取り付けられる例が示された。本実施の形態に係る照明
器具１では、照明器具１の第一側面２２１がダクトレール３の第二取付面３２２側に（つ
まり、第二側面２２２が第一取付面３２１側に）配置される第二配置で、ダクトレール３
に取り付けることも可能である。以下、照明器具１が、第一配置及び第二配置でダクトレ
ール３に取り付けられる例について図１０～図１２を用いて説明する。
【００６６】
　図１０は、本実施の形態に係る照明器具１及びダクトレール３の外観を示す側面図であ
る。図１０では、照明器具１がダクトレール３に第一配置で取り付けられた状態の外観が
示される。
【００６７】
　図１１は、本実施の形態に係る照明器具１及びダクトレール３の外観を示す斜視図であ
る。図１１では、照明器具１がダクトレール３に第二配置で取り付けられた状態の外観が
示される。
【００６８】
　図１２は、本実施の形態に係る照明器具１及びダクトレール３の外観を示す側面図であ
る。図１２では、照明器具１がダクトレール３に第二配置で取り付けられた状態の外観が
示される。
【００６９】
　図１０に示される第一配置では、電源ボックス２の第一側面２２１がダクトレール３の
第一取付面３２１側に配置される。この場合、第二取付面３２２に設けられた凸部３４０
は、第二側面２２２側に配置される。電源ボックス２では、電源ボックス２の上面側（ｙ
軸方向正側）の凸部３４０に対応する位置に空間を設けることによって、電源ボックス２
が凸部３４０と干渉しない状態を実現している。
【００７０】
　また、図１１及び図１２に示される第二配置では、電源ボックス２の第一側面２２１が
ダクトレール３の第二取付面３２２側に配置される。この場合、第二取付面３２２に設け
られた凸部３４０は、第一側面２２１側に配置される。電源ボックス２では、このような
第二配置においても、図１２に示されるように、電源ボックス２の上面側（ｙ軸方向正側
）の凸部３４０に対応する位置に空間を設けることによって、電源ボックス２が凸部３４
０と干渉しない状態を実現している。
【００７１】
　以上のように、本実施の形態に係る照明器具１では、第一配置及び第二配置の両配置で
ダクトレール３に取り付けることができる。つまり、照明器具１の配置の自由度を向上さ
せることができる。このような照明器具１をダクトレール３に取り付ける施工者は、第一
配置と第二配置との間で、配置を変える場合があり得る。照明器具１の配置を変える際に
、施工者が照明器具１の一方の側面だけを視認できる場合でも、施工者は、照明器具１が
解除状態であることを容易に視認できる。つまり、照明器具１では、第一側面２２１及び
第二側面２２２にそれぞれレバー２００の第一端部２０１及び第二端部２０２が配置され
ているため、施工者は、照明器具１が解除状態であることを容易に視認できる。
【００７２】
　［４．取付部の配置］
　次に、本実施の形態に係る照明器具１の取付部２０の配置について説明する。本実施の
形態では、取付部２０は、電源ボックス２の長手方向の中央部に配置されている。これに
より、実質的に一つの取付部２０だけで、照明器具１をダクトレール３に安定的に固定す
ることを可能にしている。ここで、本実施の形態に係る照明器具１の効果を説明するため
に、比較例の照明器具の電源ボックスについて図１３を用いて説明する。
【００７３】
　図１３は、比較例の電源ボックス８００の外観を示す斜視図である。
【００７４】
　図１３に示されるように、比較例の電源ボックス８００は、本実施の形態に係る電源ボ
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ックス２と同様に、天面８２２上に取付部８２０及びダクトプラグ８２５を備える。取付
部８２０は、レバー８２００及び被係止部８２１０を備える。しかしながら、比較例の電
源ボックス８００は、取付部８２０を電源ボックス８００の長手方向（図１３のｚ軸方向
）の端部（ｚ軸方向負側端部）付近に設けている。このため、比較例の電源ボックス８０
０では、取付部８２０だけでは、安定的に照明器具をダクトレールに固定できない。そこ
で、電源ボックス８００には、取付部８２０に加えて、取付部８２０が設けられた長手方
向端部の反対側の端部（図１３のｚ軸方向正側端部）に係止部８２９が設けられている。
このように、比較例の電源ボックスでは、取付部８２０以外に係止部８２９を設ける必要
があるため、構成が複雑化されており、施工時の作業も複雑となる。一方、本実施の形態
に係る電源ボックス２では、取付部２０が、電源ボックス２の長手方向の中央部に設けら
れているため、取付部２０以外にダクトレールへの固定のための構成が不要である。この
ように、本実施の形態に係る電源ボックス２では、構成を簡素化でき、施工時の作業も単
純化できる。なお、長手方向の中央部とは、電源ボックス２の長手方向の中央だけでなく
、長手方向の中央から、電源ボックス２の長手方向の長さの１割程度離れた位置までの領
域を意味する。
【００７５】
　［５．効果など］
　以上のように、本実施の形態に係る照明器具１は、ダクトレール３に取り付けられる照
明器具１であって、光源を内部に備える灯体６と、光源に電力を供給する電源ボックス２
とを備える。また、照明器具１は、一端部が電源ボックス２に接続され、かつ、他端部が
灯体６に接続されたアーム４とを備え、ダクトレール３は、ダクトレール３の長手方向に
沿って配置された溝部３３０、及び、電源ボックス２に対向する外面である取付面３２０
を備える。取付面３２０は、溝部３３０への導入口である開口部３２３を備える。電源ボ
ックス２は、ダクトレール３の長手方向に略平行に配置され、互いに対向する第一側面２
２１及び第二側面２２２と、取付面３２０に対向し、第一側面２２１及び第二側面２２２
のダクトレール３側の各端部に接続される天面２２０と備える。さらに、電源ボックス２
は、天面２２０に配置され、ダクトレール３に取り付けられる取付部２０を備える。取付
部２０は、電源ボックス２に対して回転自在に設けられ、かつ、溝部３３０において回転
することによって係止される被係止部２１０と、被係止部２１０を回転させるレバー２０
０とを備える。レバー２００は、第一端部２０１及び第二端部２０２を備え、レバー２０
０の第一端部２０１及び第二端部２０２は、それぞれ、第一側面２２１及び第二側面２２
２から電源ボックス２の外部に突出している。被係止部２１０は、レバー２００の第一端
部２０１及び第二端部２０２のいずれとも連動して回転する。
【００７６】
　このように、照明器具１では、レバー２００の第一端部２０１及び第二端部２０２が、
それぞれ、第一側面２２１及び第二側面２２２から電源ボックス２の外部に突出している
。このため、施工者は、照明器具１のどちら側から作業する場合でも、レバー２００の各
端部のいずれかを視認することができる。したがって、照明器具１では、照明器具１がダ
クトレール３に適切に固定されていないことを視認し易い。
【００７７】
　また、本実施の形態に係る照明器具１において、取付面３２０は、ダクトレール３の長
手方向に沿って設けられた第一取付面３２１及び第二取付面３２２を備える。開口部３２
３は、第一取付面３２１と第二取付面３２２との間に配置される。第二取付面３２２は、
電源ボックス２向きに突出する凸部３４０を備える。電源ボックス２は、第一側面２２１
が第一取付面３２１側に配置される第一配置、及び、第一側面２２１が第二取付面３２２
側に配置される第二配置で、ダクトレール３に取り付けられてもよい。
【００７８】
　これにより、照明器具１の配置の自由度を向上させることができる。また、このような
照明器具１をダクトレール３に取り付ける施工者は、第一配置と第二配置との間で、配置
を変える場合があり得る。照明器具１の配置を変える際に、施工者が照明器具１の一方の
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側面だけを視認できる場合でも、施工者は、照明器具１が解除状態であることを容易に視
認できる。つまり、照明器具１では、第一側面２２１及び第二側面２２２にそれぞれレバ
ー２００の第一端部２０１及び第二端部２０２が配置されているため、施工者は、照明器
具１が解除状態であることを容易に視認できる。
【００７９】
　また、本実施の形態に係る照明器具１において、第一端部２０１及び第二端部２０２は
、被係止部２１０が溝部３３０に係止されていない場合に、被係止部２１０が溝部に係止
されている場合より、それぞれ、第一側面２２１及び第二側面２２２から、大きく突出し
てもよい。
【００８０】
　これにより、照明器具１をダクトレール３に取り付ける施工者は、照明器具１が解除状
態にあることを容易に視認できる。
【００８１】
　また、本実施の形態に係る照明器具１において、取付部２０は、電源ボックス２の長手
方向中央に配置されてもよい。
【００８２】
　これにより、電源ボックス２において、取付部２０以外にダクトレール３への固定のた
めの構成が不要となる。したがって、電源ボックス２の構成を簡素化することができる。
【００８３】
　また、本実施の形態に係る照明器具１において、電源ボックス２は、天面２２０の長手
方向端部に、溝部３３０に挿入される突出部２９を備えてもよい。
【００８４】
　これにより、照明器具１のダクトレール３に対する位置決めを容易に行うことができる
。
【００８５】
　（変形例など）
　以上、本発明に係る照明器具１について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は
、上記実施の形態に限定されるものではない。
【００８６】
　例えば、実施の形態では、照明器具１は、第一配置及び第二配置で、ダクトレール３に
取り付けることができたが、いずれか一方の配置だけで取り付けられる構成であってもよ
い。
【００８７】
　また、実施の形態では、照明器具１は、ダクトレール３から給電されたが、照明器具１
は、ダクトレール３以外から給電されてもよい。この場合、照明器具１はダクトプラグ２
５を備えなくてもよい。
【００８８】
　また、実施の形態では、照明器具１は、ダクトプラグ２５によって受電したが、照明器
具１はダクトプラグ２５によって受電するものに限定されない。例えば、取付部２０が、
受電のためのプラグ端子を備えてもよい。
【００８９】
　また、実施の形態では、レバー２００の第一端部２０１及び第二端部２０２は、解除状
態において、ロック状態より、それぞれ、第一側面２２１及び第二側面２２２から大きく
突出する構成であったが、この構成に限定されない。例えば、解除状態において、各端部
は大きく突出しなくてもよい。例えば、解除状態とロック状態とにおいて、各端部の異な
る面が外側に配置されるようにし、当該各面に異なる色の塗装を施してもよい。
【００９０】
　その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態、又は
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み
合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。



(13) JP 6601665 B2 2019.11.6

10

20

【符号の説明】
【００９１】
　１　照明器具
　２　電源ボックス
　３　ダクトレール
　４　アーム
　６　灯体
　２０　取付部
　２９　突出部
　２００　レバー
　２０１　第一端部
　２０２　第二端部
　２１０　被係止部
　２２０　天面
　２２１　第一側面
　２２２　第二側面
　３２０　取付面
　３２１　第一取付面
　３２２　第二取付面
　３２３　開口部
　３３０　溝部
　３４０　凸部

【図１】

【図２】

【図３】
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